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I．ブラジル D．意匠 

 

D．意匠 

１ 産業財産権制度の枠組 

１．１ 保護対象 

（１）意匠権の権利者適格 

第 94 条 

意匠創作者は，本法に定めた条件に基づき，その者に意匠の所有権を与える意匠登録

を取得する権利を有するものとする。 

補項 第 6 条及び第 7 条の規定は，適切な場合は意匠登録に準用する。 

 

（２）意匠の定義 

第 95 条 

物品の装飾的造形体又は製品に利用することができる線及び色彩の装飾的配置であ

って，その外形に新規かつ独創的な視覚的成果をもたらし，工業生産のためのひな形

にすることができるものは，意匠とみなされる。 

 

１．２ 登録要件 

（１）新規性 

第 96 条 

意匠は，技術水準の一部でないときは，新規であるとみなされる。 

(1) 技術水準は，出願日前にブラジル又は外国において，本条(3)及び第 99 条の規定

を損なうことなく，使用その他の手段により公衆の利用に供された全てのものをもっ

て構成される。 

(2) 新規性を決定する目的のみに限っては，ブラジルで行われた特許出願又は登録出

願であって，未だ公開されていないものの内容全体も，それが事後的であれ公開され

ることを条件として，出願日又は主張されている優先日以降の技術水準に含まれてい

るとみなされる。 

(3) 意匠は，出願日又は主張する優先日前 180 日以内に開示され，その開示が第 12

条(I)から(III)までに記載した事情の下で行われた場合は，技術水準の一部であるとは

みなされない。 

 

（２）独創性 

第 97 条 

意匠が，先行する他の物品とは異なる視覚的形状をもたらす場合は，その意匠は独創

的であるとみなす。 

補項 公知の要素の結合であっても，独創的な視覚的成果と認められることがある。 
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（３）純芸術作品 

第 98 条 

純芸術作品は，意匠とはみなされない。 

 

（４）登録を受けることができない意匠 

第 100 条 

次に掲げるものは，意匠としての登録を受けることができない。 

(I) 道徳及び善良の風俗に反するもの，又は他人の名誉若しくは印象を害するもの，

又は良心，信条，信仰の自由を損い，尊敬及び崇拝に値する思想及び感情を損なうも

の 

(II) 対象物が通常又は一般に備える必然的な形状，又は技術的若しくは機能的配慮に

よって本質的に決定される形状 

 

（５）出願の要件 

第 104 条 

意匠登録出願は，単一の対象に係わるものとしなければならないが，当該対象につい

ては，複数の変異を認めるものとする。ただし，それらが同一用途に係るものであり，

かつ，同一の顕著な識別性を有していることを条件とし，各出願に含める変異の数は，

20 を限度とする。 

補項 図面は，対象物及びもしあればその変異を，当該分野の熟練者が複製すること

ができるように，明瞭かつ十分に表示していなければならない。 

 

第 105 条 

第 106 条(1)に基づいて守秘請求があった場合は，当該出願は，出願日から 90 日以

内に取り下げることができる。 

補項 先の出願が何らの効力を生じることなく取り下げられた場合は，その後最初に

行われる出願に優先権が付与される。 

 

第 106 条 

(1) 出願人が出願時に請求したときは，出願は，出願日から 180 日間秘密にすること

ができ，その後に処理が行われる。 
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１．３ 権利期間 

意匠の権利期間は出願日から 10 年であり、引続き 5 年ずつ 3 回更新が可能で、最

長で 25 年となる。 

 

第 108 条 

登録は，出願日から 10 年間効力を有するものとし，5 年を単位として連続する 3 回

の期間延長を受けることができる。 

(1) 延長申請は，登録存続期間の最終年度中に，延長手数料の納付証明書を添付して

行わなければならない。 

(2) 登録意匠の所有者が登録存続期間が終了するまでに延長申請をしなかったとき

は，その者は，追加手数料を納付することを条件として，その後の 180 日以内に，そ

の申請をすることができる。 

 

１．４ 権利の効力範囲 

（１）排他的使用権 

 意匠の権利は、特許に関する排他的使用権(第 42 条)、及び権利の適用しない事項(第

43 条)の規定を準用している。 

 

第 109 条 

意匠の所有権は，有効に付与された登録によって取得される。 

補項 第 42 条，並びに第 43 条(I)，(II)及び(IV)の規定は，意匠登録に準用する。 

 

第 42 条 

特許はその権利所有者に対して，第三者がその同意を得ることなく次に掲げるものを

生産し，使用し，販売の申出をし，販売し又はそれらの目的で輸入することを阻止す

る権利を与える。 

(I) 特許の対象である製品 

(II) 特許された方法又はその方法により直接得られた製品 

(1) 更に，特許所有者には，第三者が本条にいう行為を他人が行うのを援助すること

を阻止する権利が与えられる。 

(2) (II)にいう方法特許の権利は，製品の所有者が，特定の司法決定を通じ，その製品

を特許により保護されている方法とは異なる製造方法によって取得したことを証明

しなかったときは，侵害されたものとみなされる。 

 

第 43 条 

前条の規定は，次に掲げる事項には適用しない。 

(I) 許可を得ていない第三者が，私的に，かつ，商業目的でなく行う行為。ただし，

当該行為が特許所有者の経済的利益を損なわないことを条件とする。 
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(II) 許可を得ていない第三者が，科学的若しくは技術的研究又は調査に関連して，実

験の目的で行う行為 

(V) 生命体物質に係わる特許の場合であって，経済的意図を有さず，他の製品を取得

するための変種又は増殖の出発物質として特許製品を使用する第三者 

 

（２）善意の使用 

第 110 条 

登録出願に係る出願日又は優先日前に，ブラジルにおいて登録対象を善意で実施して

いた者は，負担を負うことなく，従前と同じ方法及び条件で，その実施を継続する権

利を有するものとする。 

(1) 本条に基づく権利は，登録対象の実施に直接に関連している事業若しくは会社又

はその一部と共にする場合にのみ，譲渡又はリースにより，移転させることができる。 

(2) 本条による権利は，第 96 条(3)の下での開示によって登録対象を知得した者には

付与されない。ただし，出願が，開示から 6 月の期間内に行われることを条件とする。 

 

１．５ 使用分類 

ブラジルはロカルノ協定には加盟していないが、意匠の分類においてロカルノ分類

を利用している85。 

 

１．６ 出願日認定要件 

第 101 条 

登録出願には，INPI が定めた条件に基づき，次のものを含めなければならない。 

(I) 願書 

(II) 該当する場合は，明細書 

(III) 該当する場合は，クレーム 

(IV) 図面又は写真 

(V) 対象物の利用分野，及び 

(VI) 出願手数料の納付証明書 

補項 登録出願を構成する書類は，ポルトガル語で作成しなければならない。 

 

第 102 条 

提出された出願書類については，予備的方式審査を行い，書類が適正であると認めた

ときは，それに内容摘要を付し，その提出日を出願日とみなす。 

  

                                            
85 現地事務所への調査結果 
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第 103 条 

出願書類が第 101 条の方式要件の規定を満たしていない場合であっても，出願人，

意匠及び創作者に関する十分な資料を含んでいるときは，日付入りの受領書と引き換

えに，その書類を INPI に提出することができ，INPI は 5 日の期間内に満たすべき

要件を定めるものとする。要件を満たさなかったときは，その出願は存在しなかった

ものとみなされる。 

補項 要件を満たしたときは，出願は，出願書類提出日にされたものとみなされる。 

 

１．７ 優先権 

 意匠の優先権は、特許の条項である産業財産法第 16 条を準用して規定している(条

文は特許の項参照)。ただし、証拠書類の提出期限は出願から 90日以内となっている。 

 

第 99 条 

第 16 条の規定は，意匠登録に準用する。ただし，同条(3)に規定した期間は 90 日に

変更する。 

 

１．８ 新規性の喪失の例外規定 

意匠に関する新規性喪失の例外は、産業財産法第 96 条(3)に規定されており、特許

に関する規定の第 12 条の内容を準用する(条文は特許の項参照)。意匠の創作者による

開示日から 180 日以内などの規定がある。新規性の喪失の例外を適用するために、特

別に必要な手続はない86。 

なお、意匠規則第 2 条において技術水準とみなさない猶予期間について詳細な規定

が記載されている87。 

 

第 96 条 

(3) 意匠は，出願日又は主張する優先日前 180 日以内に開示され，その開示が第 12

条(I)から(III)までに記載した事情の下で行われた場合は，技術水準の一部であるとは

みなされない。 

 

１．９ 出願公開制度 

意匠登録出願は産業財産法第 100 条(不登録の対象)、第 101 条(出願の要件)、第 104

条(単一性)の要件を満たせば、権利として登録され、INPI が毎週発行している産業財

産公報に公告される。 

 

 

                                            
86 現地事務所への調査結果 
87 意匠規則（特許庁和訳）、http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/brazil/idr/mokuji.htm 

(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日) 
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第 106 条 

意匠登録出願が行われ，第 100 条，第 101 条及び第 104 条の規定が満たされている

場合は，その出願は自動的に公告されるものとし，同時に登録が付与され，それに係

わる登録証が交付される。 

(1) 出願人が出願時に請求したときは，出願は，出願日から 180 日間秘密にすること

ができ，その後に処理が行われる。 

(2) 出願人が第 99 条の規定の適用を受けるときは，出願の処理は，優先権書類の提

出を待って行う。 

(3) 第 101 条及び第 104 条の規定が満たされていないときは，出願人に対して要請が

なされ，出願人は 60 日以内に応答しなければならない。応答がないときは，その出

願は，最終的に却下される。 

(4) 第 100 条の規定が満たされていないときは，その登録出願は，拒絶される。 

 

１．１０ 情報提供制度及び異議申立制度 

ブラジルの意匠制度では無審査主義を採用しており、登録となった後に意匠が公告

されるため、制度上、権利が付与される前に異議の申立をすることはできない。 

意匠の異議申立の制度はないものの、意匠の公告後に、利害関係のある第三者は、

意匠登録付与から 5 年以内に行政上の無効手続を請求することが可能である。また、

司法上の無効手続として、連邦裁判所に対して無効の訴訟を提起することが可能であ

る(次項「１．１１ 審判制度（２）無効手続」参照)。 

 

１．１１ 審判制度 

（１）拒絶査定不服審判 

意匠登録出願の拒絶査定に対しては、INPI の産業財産権公報において拒絶査定が

公告されてから 60 日以内に不服審判を請求することができる｡利害関係人に対して

は、かかる審判請求に対する意見書を、審判請求の申立てに関する情報の公告から

60 日以内に、提出すべきことを通知する(産業財産法第 213 条)。当該意見書は、正式

なフォームを用いて提出されなければならない。拒絶査定に対する審判請求に関する

決定があった場合には、行政段階での手続は終結する88。 

 

第 213 条 

利害関係人には，審判請求に対する意見書を 60 日の期間内に提出するよう求めるも

のとする。 

 

  

                                            
88 INPI､http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/desenho/pasta_recursos 

(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日) 
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（２）無効手続 

 意匠の無効に関しては、特許と同じく、行政上の無効手続と司法上の無効手続の 2

通りが存在する。 

 

①意匠登録の無効 

第 112 条 

本法に違反して付与された登録は，無効とする。 

(1) 登録の無効は，それに係わる出願の出願日から効力を生じるものとする。 

(2) 第 94 条の規定に対する違反があったときは，創作者は，選択的に，登録の裁定

を求めることができる。 

 

②行政上の無効手続 

職権を有する行政機関又は利害関係人は、行政上の意匠登録の無効を、登録日から

5 年以内に請求することができる。 

なお、ブラジルの意匠制度では、方式審査に合格した意匠登録出願を、審査官が拒

絶することができない。審査官が出願に係る意匠と同一な先行意匠を知っている場合

は、登録査定を行うと同時に、審査官が職権で無効審判を請求する。無効審判によっ

て無効とされた場合、権利者は連邦裁判所に訴えることができる。 

 

第 113 条 

登録が第 94 条から第 98 条までの規定に違反して付与されている場合は，行政的にそ

の登録の無効を宣言するものとする。 

(1) 無効手続は，第 111 条補項にいう場合を損なうことなしに，登録の付与日から 5

年の期間内に，職権により又は正当な利害関係を有する者からの請求に基づいて，開

始することができる。 

(2) 無効手続の請求又は職権による開始は，その提出又は公告が登録付与日から 60

日以内に行われた場合は，登録付与の効力を停止させるものとする。 

 

第 114 条 

登録の所有者に対しては，公告日から 60 日以内に意見書を提出するよう通知する。 

 

第 115 条 

意見書が提出されたか否かに拘らず，前条に規定した期限が終了したときは，INPI 

は見解書を発行し，登録の所有者及び請求人に対して，60 日以内に意見書を提出す

るよう求める。 
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第 116 条 

意見書が提出されなかった場合でも，前条に規定した期限が終了したときは，INPI 

長官がその事件を決定し，行政手続を終結させる。 

 

第 117 条 

無効手続は，登録が消滅した後でも続行するものとする。 

 

③司法上の無効手続 

 意匠の司法上の無効手続は、特許に関する司法上の無効手続を規定した産業財産法

第 56 条及び第 57 条を準用する(産業財産法第 56 条及び第 57 条については特許の項

を参照)。 

 

第 118 条 

第 56 条及び第 57 条の規定は，意匠についての司法上の無効手続に準用する。 

 

１．１２ 早期審査制度 

 意匠は無審査主義であり、早期審査の制度は存在しない。 

 

１．１３ 公開繰延制度 

出願の際に、出願人は出願日から180日間の公開の繰延を請求することができる(産

業財産法第 106 条)。この場合、登録は当該期間内の間、秘密として公開されない。 

 

第 106 条 

 (1) 出願人が出願時に請求したときは，出願は，出願日から 180 日間秘密にするこ

とができ，その後に処理が行われる。 
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２ 出願・登録の手続 

２．１ 基礎情報 

（１）意匠出願の流れ 

ブラジルでは意匠出願の方式審査を行い、意匠の登録要件を満たすか審査をする。

ただし新規性、独創性に関する実体審査を行わない無審査主義を採用しており、方式

審査において、要件を満たした意匠出願は登録となる。 

なお、意匠の登録後に、その意匠の権利者は、権利の有効性を確認するため、新規

性と独創性に関する審査を請求することができる。 

意匠出願の流れを図に示す89。 

 

意匠出願の流れ 

 

                                            
89 発明推進協会、世界の産業財産権制度および産業財産権侵害対策概要ミニガイド、「ブラジル連邦共

和国」(2008 年 2 月 1 日) 

https://www.iprsupport-jpo.go.jp/miniguide/pdf2/Brazil.html(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日) 
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（２）意匠登録の出願書類 

意匠の出願に必要な書類については、産業財産法第 101 条に規定されている。 

 

第 101 条 

登録出願には，INPI が定めた条件に基づき，次のものを含めなければならない。 

(I) 願書 

(II) 該当する場合は，明細書 

(III) 該当する場合は，クレーム 

(IV) 図面又は写真 

(V) 対象物の利用分野，及び 

(VI) 出願手数料の納付証明書 

補項 登録出願を構成する書類は，ポルトガル語で作成しなければならない。 

 

（３）願書 

 願書は INPI ホームページからダウンロードすることができる90。 

 

２．２ 出願に用いる言語 

 意匠の登録出願に用いる言語はポルトガル語でなければならない(産業財産法第

101 条補項、上記)。 

 

２．３ 翻訳文の提出 

特許の運用に準じることが規定されている。詳細は特許の項を参照。 

 

２．４ 出願・登録の手数料 

意匠の出願及び登録に要する費用は INPI ホームページに掲載されている91。 

 

（１）意匠の出願から登録までに掛かる費用 

 

項目 
費用 

(ブラジルレアル) 

出願 235 

公告の繰延請求 95 

登録意匠の実体審査 355 

 

                                            
90 INPI、申請用紙ダウンロードサイト

http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/downloads_de_formularios_para_pedidos_protocolados_em_pa

pel_no_inpi (最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日) 
91 INPI、意匠出願・登録手数料、http://www.inpi.gov.br/images/docs/di.pdf 

(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日) 
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（２）意匠の権利の維持に掛かる費用 

 

項目 
費用 

(ブラジルレアル) 

5 年分の登録手数料 570 

 

３ 審査業務 

３．１ 審査業務体制 

意匠の審査官は 4 名である92。出願された意匠は、方式審査が行われた後、書類に

不備がなければ、実体審査を経ずに登録となる。 

 

３．２ 審査の手順 

（１）方式審査 

意匠の出願後、INPI は登録要件に関する方式審査(Exame formal preliminar)を行

い、登録要件に関する審査する。審査項目として、産業財産法第 100 条(不登録の対

象)、第 101 条(出願の要件)、第 104 条(単一性)があり、これらの一つでも要件が不足

している場合、INPI は公報において、拒絶理由を通知する。 

出願に不備がない場合、もしくは方式審査への応答で登録要件が満たされた場合、

意匠は登録される。 

 

（２）実体審査 

 無審査主義が採用されており、新規性、及び独創性に関する実体審査を行わない。

ただし、登録意匠の所有者は権利の有効性を確認するために、登録存続期間中いつで

も、新規性と独創性に関する審査を請求することができる。なお、産業財産法第 111

条補項にあるとおり、実体審査において、登録要件が欠けていると判断された場合、

職権による登録無効手続の開始理由となり得る。 

 

第 111 条 

登録意匠の所有者は，登録存続期間中いつでも，その登録対象の新規性及び独創性に

関する審査を請求することができる。 

補項 INPI は，実体審査に関する見解書を発行するものとし，第 95 条から第 98 条

までに規定した要件の内の少なくとも 1 が欠落していると結論付けるものである場

合は，当該見解書を職権による登録無効手続の開始理由とすることができる。 

 

  

                                            
92 AIPPI-JAPAN 調査（2013 年） 
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３．３ 実体審査の範囲 

実体審査では以下の点について審査が行われる。 

 

・新規性(第 96 条) 

・独創性(第 97 条) 

・純芸術作品(第 98 条) 

・意匠登録のできない分野(第 100 条) 

 

３．４ 分類付与 

 ブラジルはロカルノ協定には加盟していないものの、実務上はロカルノ協定を意匠

の分類に利用している93。INPI では意匠の分類専門の審査官が分類付与を行っている。

出願人が自ら分類を指定することはできない。 

 

３．５ 審査結果の通知 

（１）産業財産公報 

意匠の審査結果は毎週、INPI が発行する産業財産公報に掲載される94。この公報は

INPI ホームページで確認できるほか、出願人または代理人はそのコピーを INPI か

ら受け取ることができる。 

 

（２）登録 

 方式審査において、出願の要件(産業財産法第 101 条)、単一性(第 104 条)に関して

要件が満たされていると判断された場合、INPI は産業財産公報上で、意匠の登録を

公告する(第 106 条)。 

 

第 106 条 

意匠登録出願が行われ，第 100 条，第 101 条及び第 104 条の規定が満たされている

場合は，その出願は自動的に公告されるものとし，同時に登録が付与され，それに係

わる登録証が交付される。 

 

公報には以下の項目などが掲載される。 

・登録番号 

・出願日 

・創作者 

・代理人 

・権利期間及び登録の条件 

・図面 

                                            
93 現地事務所への調査結果 
94 INPI、RPI、http://revistas.inpi.gov.br/rpi/ (最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日) 
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（２）要請 

 方式審査において、出願の要件(産業財産法第 101 条)、単一性(第 104 条)に関して

要件が満たされていないと判断された場合、INPI は産業財産公報上で、出願人に対

して、出願の修正の要請(Exigência)を行う(第 106 条(3))。この場合、出願人は公報の

掲載から 60 日以内に応答しなければならない。応答がないときは、出願が却下され

る。 

 

第 106 条 

 (3) 第 101 条及び第 104 条の規定が満たされていないときは，出願人に対して要請

がなされ，出願人は 60 日以内に応答しなければならない。応答がないときは，その

出願は，最終的に却下される。 

 

出願に対して修正の要請が行われた例を図に示す。公報には以下の項目が掲載され

る。 

・出願番号(図中 21) 

・出願日(22) 

・出願人(71) 

・代理人(74) 

・要請の内容 

 

 

要件不備による要請の例95 

 

（３）拒絶 

 方式審査において、出願内容が登録を受けることができない意匠であると判断され

た場合、INPI は産業財産公報上で、出願人に対して、出願を拒絶 (Indeferimento)

する(第 106 条(4))。 

 

                                            
95 INPI, Revista da Propriedade Industrial, Seção I, Nº 2300, 03 de fevereiro de 2015, p.113 

http://revistas.inpi.gov.br/rpi/ (最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日) 
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第 106 条 

(4) 第 100 条の規定が満たされていないときは，その登録出願は，拒絶される。 

 

第 100 条 

次に掲げるものは，意匠としての登録を受けることができない。 

(I) 道徳及び善良の風俗に反するもの，又は他人の名誉若しくは印象を害するもの，

又は良心，信条，信仰の自由を損い，尊敬及び崇拝に値する思想及び感情を損なうも

の 

(II) 対象物が通常又は一般に備える必然的な形状，又は技術的若しくは機能的配慮に

よって本質的に決定される形状 

 

出願が拒絶となった場合、公報には以下の項目が示される。 

・出願番号 

・出願日 

・公開日 

・出願人 

・代理人 

・拒絶の理由 

・図面 

 

３．６ 拒絶理由通知に対する応答 

INPI が意匠の方式審査で、出願書類(産業財産法第 101 条)、又は単一性(第 104 条)

に関して要件が満たされていないと判断した場合、INPI は公報において、出願内容

の修正の要請(Exigência)を行う(第 106 条(3))。この場合、出願人は公報の公開から

60 日以内に応答することができる。応答する際は、INPI が定める書式にしたがって

応答内容を記載して、書類を提出する必要がある。 

一方、方式審査で、出願内容が登録を受けることができない意匠であると判断され

た場合、INPI は公報に出願の拒絶(Indeferimento)の旨を掲載する(第 106 条(4))。拒

絶となった場合、出願人に応答の機会は与えられない。 

 

第 106 条 

(3) 第 101 条及び第 104 条の規定が満たされていないときは，出願人に対して要請が

なされ，出願人は 60 日以内に応答しなければならない。応答がないときは，その出

願は，最終的に却下される。 

(4) 第 100 条の規定が満たされていないときは，その登録出願は，拒絶される。 
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３．７ 審査の品質管理 

審査の品質管理に関して、有益な情報は得られなかった。 

 

３．８ 審査官の育成 

 INPI では意匠審査官に対して以下のような研修を行っている96。 

 

・INPI 内部の研修 

・WIPO による研修 

・外国知的財産庁による研修 

 

３．９ 権利の有効性の確認 

（１）実体審査の請求 

意匠が登録となった後、出願人は該当の意匠についての権利の有効性を確認するた

め、実体審査を請求することができる。現地の法律事務所によると、法律上は権利行

使の事前に実体審査を行うことは必須となっていない。しかし同事務所は顧客に対し

て、実体審査を行って権利を確定することを勧めている。実体審査には 8～12 か月を

要する。また、いくつかの判決では実体審査を行い、権利の有効性が確認された登録

意匠のみが第三者に対して、権利行使が可能であると判断されている。 

 

（２）先行意匠の調査 

意匠は無審査で登録になるものの、INPI はすべての意匠の出願人に対して、出願

前に先行する意匠の調査を行うことを推奨している。なお、INPI では無料の検索デ

ータベース pPI(Pesquisa em Propriedade Industrial)を公開しており、会員登録すれ

ばサービスを利用することができる97。 

 

  

                                            
96 現地事務所への調査結果 
97 INPI、https://gru.inpi.gov.br/pPI/ (最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日) 
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４ 統計情報 

４．１ 出願・登録 

（１）年間統計データ(WIPO) 

 WIPO が集計している意匠の出願件数と登録件数のうち、2009 年～2013 年の 5 年

間分を表に示す98。 

 

意匠の出願件数と登録件数(2009 年～2013 年) 

 

出願件数 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 

全数 5,292 6,050 6,835 6,563 6,847 

(内 外国出願) 1,540 1,916 2,471 2,817 3,029 

(内 日本から) - 202 357 240 241 

 

登録件数 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 

全数 - 5,441 4,646 4,332 2,656 

(内 外国出願) - 1,717 1,298 1,917 1,169 

(内 日本から) - - - 316 123 

 

（２）月間統計データ 

INPI が 2013 年度の統計情報をホームページで公開している99。次頁の表と図に

2013 年 1 月から 12 月までの意匠の出願件数と登録件数のデータを示す。出願件数が

年間で 6,841 件(月平均 570 件)であったのに対して、登録件数は年間で 2,656 件(月平

均 221 件)であった。出願は毎月 400～700 件前後で比較的に数値が安定しているの

に対して、登録は少ないときは 38 件(9 月)、多いときには 486 件(10 月)と変動の幅が

広い。 

なお、この表のデータのうち、査定は INPI が行う登録、公告、拒絶の 3 つの査定

の合計である。公告には、主に登録料の未納による見なし取下げなどにより、登録が

拒絶となった出願を含む。2013 年 1 月に公告の査定が集中しているが、2012 年度内

に取下げなどで、不登録となった出願を公告したことが原因と見られる。 

 

  

                                            
98 WIPO、http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/ (最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日) 
99 INPI, http://www.inpi.gov.br/images/docs/inpi_estat_mensais_jan-dez-13_0.pdf 

(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日) 
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月間の意匠の出願件数と登録件数(2013 年 1 月～12 月) 

 

  出願 登録 公告 拒絶 査定 

1 月 419 101 427 - 528 

2 月 484 409 - - 409 

3 月 493 340 - 1 341 

4 月 627 103 - - 103 

5 月 543 83 - - 83 

6 月 509 306 - - 306 

7 月 647 257 - - 257 

8 月 622 192 - - 192 

9 月 637 38 - - 38 

10 月 590 486 - - 486 

11 月 546 128 - - 128 

12 月 724 213 - 17 230 

合計 6,841 2,656 427 18 3,101 

平均 570 221     258 

 

 

月間の意匠の出願件数と登録件数(2013 年 1 月～12 月) 
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４．２ 審査期間 

ブラジルの意匠制度は無審査主義を採用している。出願された意匠は、方式審査を

経過した後に、直ちに登録される。INPI による公式な審査期間のデータは公開され

ていないものの、現地事務所によると、出願から登録までの平均期間は 1.5 年である
100。 

意匠の権利者は意匠権の有効性を確認するために、実体審査を請求することができ

る。実体審査の請求から結果の通知までの期間は、約 8 か月から 12 か月である。 

 

４．３ 審査通知・最終処分 

INPI は、公式ウェブサイト上で、意匠の審査に関する統計情報を一部、公開して

いる101。前述の出願及び査定の月間データのほか、年間の査定件数などが公開されて

いる。 

 

４．４ 審判請求 

 意匠に関する審判の統計は公開されていない102。 

 

４．５ 訴訟 

（１）行政訴訟 

ブラジルの意匠に関する異議申立についての公式な統計は公開されておらず、意匠

関連の行政訴訟の件数などを集計した統計も存在しない。 

意匠に関連する訴訟については、一般的に、リオデジャネイロの連邦裁判所に提訴

されるが、産業財産権関連の問題を取り扱う他のブラジル連邦裁判所にも出訴される

こともある。 

INPI の本庁はリオデジャネイロにあり、訴訟の大部分はリオデジャネイロ連邦裁

判所で出訴されている。リオデジャネイロ連邦裁判所の 2005 年から 2011 年 9 月ま

でのデータベースによると、111 件の訴訟が提起されていた。 

また、2012 年から 2013 年の Darts-ip database によると、リオデジャネイロ連邦

裁判所において提起された、意匠に関する INPI の決定を不服とした行政訴訟の件数

は、6 件だった。 

 

  

                                            
100 現地事務所への調査結果 
101 INPI、統計情報、http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/estatisticas 

(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日) 
102 現地事務所への調査結果 
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（２）民事訴訟 

①大手法律事務所による統計 

ブラジルの産業財産権関連の民事訴訟について正確に集計された統計は存在しな

い。代わりに大手法律事務所が取り扱った意匠関連する訴訟件数を挙げると、2006

～2011 年の 6 年間で 9 件であった103。 

 

ブラジル国内の大手法律事務所の扱った意匠関連の民事訴訟件数(2006～2011 年) 

 

年 件数   原告 被告 

2006 2  内国 9 7 

2007 2  外国 0 2 

2008 1  合計 9 9 

2009 3  

2010 1  

2011 0  

合計 9  

 

②Darts-ip のデータベース 

ブラジルでの産業財産権関連の訴訟の判決は Darts-ip という商用のデータベース

で調査することができる104。ただし、利用可能な言語はポルトガル語に限られる。 

また、同じくブラジルの大手法律事務所によると、商用データベース Darts-IP を

利用して集計した結果では、2012 年～2013 年の 2 年間で 10 件であった。 

 

③裁判所の判決データベース 

ブラジルの裁判制度は、連邦裁判所と州裁判所の 2 つの系統で構成されている。

INPI の審決に対する訴えは行政裁判として扱われ、リオデジャネイロの連邦裁判所

が管轄し、産業財産権の侵害訴訟は民事裁判として、ブラジルに 26 か所存在する州

裁判所が管轄している。現地大手法律事務所によると、連邦裁判所の判決のデータは

信頼性が高いが、州裁判所の判決のデータは信頼性が低い105。 

 

  

                                            
103 特許庁、ブラジル特許制度セミナー、「ブラジルにおける特許訴訟及び実務」（2012 年） 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/pdf/brazil_seminar/sogaiyou_ja.pdf 

(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日) 
104 Darts-ip、http://www.darts-ip.com/world/ (最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日) 
105 現地事務所への調査結果 
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④権利行使と実体審査の請求 

ブラジルでは意匠に関して無審査主義が採用されている。意匠出願は方式審査にお

いて、登録要件を満たすと判断された場合、登録となる。 

新規性及び独創性に関する実体審査なしに登録となる一方、登録された意匠の新規

性又は独創性が欠けている場合、権利行使の際に、裁判所で権利が無効であると判断

される恐れがある。 

そこで意匠権利者は、権利の有効性を確認するために、意匠の登録後に INPI に対

して新規性と独創性に関する実体審査の実施を申請することができる。 

ブラジルの大手法律事務所によると、同事務所は権利行使をする際に、権利者に対

して事前に審査請求を行うことを勧めている。約 8 か月から 12 か月で実体審査の結

果が得られる。なお、実体審査において、審査官が意匠の登録要件を満たしておらず、

権利が無効であると判断した場合、INPI は職権で無効審判を請求する(職権無効)。訴

訟では、意匠権の有効性について、裁判官が INPI の意見を求めることがある。 

 

５ ハーグ協定ジュネーブアクト 

５．１ 整合状況 

ブラジルのハーグ協定ジュネーブ改正協定(以下「改正協定」という。)に関する状

況は以下のとおりである。 

 

（１）多意匠一出願制度(改正協定 第 5 条(4)、規則 7(3)(v)、(7)) 

 改正協定では、ロカルノ国際意匠分類の同一メインクラスに属する意匠であれば、

一つの出願に 100 までの意匠を含めることを認めている。一方、ブラジル意匠制度で

は、各出願には同一用途に係るものであり、かつ同一の顕著な識別性を有しているこ

とを条件として、20 を限度とするバリエーション意匠を含めることができる(産業財

産法第 104 条)。 

 

（２）公開繰延制度(改正協定 第 11 条、第 16 規則) 

改正協定では、指定締約国の法令が出願の公開日の繰延べを規定している場合、国

際出願時に出願人が申請することにより、出願日又は優先権が主張されている場合は

優先日から最大 30 か月まで公開を繰延べることができる。一方、ブラジル意匠制度

では、出願時に出願人から要請があれば、その出願を出願日から起算して 180 日間は

秘匿することができる(産業財産法第 106 条(1))。 

 

（３）拒絶通報期間(改正協定 第 12 条、第 18 規則) 

 改正協定では、締約国が当該国を指定する国際登録の効果の拒絶を国際事務局へ通

報できる期間は、原則として国際公開の日から 6 か月間であるが、最長で 12 か月ま

で認められる。一方、ブラジル意匠制度では、無審査主義が採用されており、意匠出

願の実体審査は行われない(産業財産法第 106 条)。拒絶の通報期間に関する公式のデ

69



I．ブラジル D．意匠 

 

ータは公開されていないものの、現地事務所によると、出願から登録までの平均期間

は 1.5 年である106。 

 

（４）図面等の提出要件(改正協定 第 9 規則) 

 改正協定では、出願が二次元の意匠又は製品の場合は 1 図より多く、三次元の製品

の場合は 6 図より多くの図を要求することはできない。一方、ブラジル意匠制度では、

二次元の意匠については特段の規定はない。三次元の意匠の場合には、常に斜視図を

含めなければならず、かつ、対象物の完全な外形を示すための正面図、側面図、上面

図及び下面図を含める(規範命令 13/2013 号第 26 条(VII)§4º )。 

 

（５）保護を求めない範囲(改正協定 共通規則 9(2)(b)、実施細則第 403 節) 

 改正協定では、意匠の表現物には示されているが保護を求めない事項を説明、点線

又は破線により示すことができる。一方、ブラジルには、部分意匠制度はなく保護を

求めない事項を説明、点線又は破線により示すことはできない。 

 

（６）権利存続期間(改正協定第 17 条) 

 改正協定では、存続期間を国際登録日から 15 年又は各指定締約国の国内法が規定

する存続期間がこれを超える場合はその最長の存続期間と規定している。一方、ブラ

ジル意匠制度では、登録は出願日から 10 年間効力を有するが、5 年を単位として 3

回の延長を受けることができ、最長 25 年の保護を受けることができる(産業財産法第

108 条)。 

 

５．２ 加盟するために検討を要する項目 

 ブラジルの改正協定への加盟に関する具体的な計画は公表されていない107。 

 

  

                                            
106 現地事務所への調査結果 
107 現地事務所への調査結果 
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す
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。
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れ
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又
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す
る
第

17
条

)。

有 博
覧

会
等

へ
の
展

示
か

ら
6か

月
以

内
以

内
に

出
願

し
た
場

合
に
適
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さ
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情
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き
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無
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無
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き
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き
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。
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司
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き
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有 何
人
も
請
求
で
き
る

(第
13

98
条

)。

無
無

無
無

無

有 出
願

日
か
ら

18
0日

間
、

公
開

繰
延

を
請

求
で
き
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無
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。
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る
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る
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願
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一
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数
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意
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の
意

匠
出

願
に
複

数
の
意
匠
を
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る
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と

は
で
き
な
い
。

同
一
分
類
内
で
の
複
数

の
物
品
に
つ
い
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は
、

一
の
意

匠
出

願
と
し
て

出
願
で
き
る

(第
5条

)。

単
一

の
創

作
的

概
念

を
形

成
す

る
よ
う
に
関

連
し

た
複

数
意

匠
を
出

願
で

き
る

(第
13

77
条

)。

　
公
開
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延

出
願

日
か
ら
起
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て

18
0日

間
は
秘

匿
す

る
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と
が
で
き
る

(第
96

条

(1
))
。

公
開

繰
延

制
度

は
な

い
。
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開

繰
延

制
度

は
な

い
。

公
開

繰
延
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度

は
な

い
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開

繰
延
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は
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。

　
拒
絶
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報
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間
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体
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は
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れ
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い
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10
6条
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出
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5年

間
。

出
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初
の
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知
ま
で
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均
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る
。
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ら
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均

1か
月
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。
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。
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い
。
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又
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。
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。
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で
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す
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。
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。
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。
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の

整
合
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況

417


	h26_report_05.pdfから挿入したしおり
	0_「ブラジル」表紙
	1_はじめに_final
	2_第１部 調査研究の概要_final
	3.0_第２部 各国の産業財産権制度・運用調査結果
	3.1_報告書_1_ブラジル_final
	3.2_報告書_2_メキシコ_final
	3.3_報告書_3_コロンビア_final
	3.4_報告書_4_インド_final
	3.5_報告書_5_ロシア_final
	8.0_概括表_中表紙
	8.1_概括表_final
	9_「ブラジル」奥付
	h26_report_05.pdfから挿入したしおり
	0_「ブラジル」表紙
	1_はじめに_final
	2_第１部 調査研究の概要_final
	3.0_第２部 各国の産業財産権制度・運用調査結果
	3.1_報告書_1_ブラジル_final
	3.2_報告書_2_メキシコ_final
	3.3_報告書_3_コロンビア_final
	3.4_報告書_4_インド_final
	3.5_報告書_5_ロシア_final
	8.0_概括表_中表紙
	8.1_概括表_final
	9_「ブラジル」奥付



